
国民年金保険料
免除・猶予制度があります

申問千葉年金事務所
　　☎043－242－6320
　　住民課国保年金班
　　☎84－1214

①免除制度
　（全額免除・一部免除）
　本人・配偶者・世帯主それぞれの前年所得が一定
額以下の場合に、保険料が全額または一部免除され
ます。
②納付猶予制度
　50歳未満の方で、本人・配偶者それぞれの前年所
得が一定額以下の場合に、保険料納付が猶予されます。
　※ 納付猶予が承認された期間は、年金を受給する
ために必要な期間（受給資格期間）に算入されま
すが、年金額には反映されませんのでご注意く
ださい。また、この猶予分を10年以内に納付（追
納）すると、年金額に反映されます。

対象期間
　令和4年7月～令和5年6月分の免除・猶予申請を7
月から受付しています。
※申請日から、過去2年1カ月前まで遡って申請できます。
申請に必要なもの
・ マイナンバーカード等の個人番号がわかるものも
しくは基礎年金番号通知書または年金手帳等の基
礎年金番号がわかるもの
・ 雇用保険受給資格者証や雇用保険被保険者離職票
等の写し（失業による申請の方）

学生の方は学生納付特例制度の申請を！
対象期間
　令和4年4月から令和5年3月分の学生納付特例申請
を令和4年4月から受付しています。
※ 申請日から、過去2年1カ月前まで遡って申請でき
ます。
申請に必要なもの
・ マイナンバーカード等の個人番号がわかるものも
しくは基礎年金番号通知書または年金手帳等の基
礎年金番号がわかるもの
・学生証（コピー可）または在学証明書（原本）
※ 審査は日本年金機構で行われ、後日、承認または
却下通知が郵送されます。
◎ 新型コロナウイルス感染症の影響で、国民年金保
険料の納付が経済的に困難な場合、本人申告の所
得見込額を用いた簡易な手続きにより臨時特例免
除を受けられることがあります。
　 詳しくは、年金事務所へ
お問い合わせください。
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　収入の減少や失業等の経済的理由により、国民年金保険料の納付が困難な場合は、手続きにより保険料が「免除」

または「猶予」される制度があります。

2022.7.19


